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"雑"

"報"

北
海
道
大
学
法
学
部
法
学
会
記
事

O
平
成
二
年
一
二
月
二
一
日
(
金
)
午
後
二
時
二
一

O
分
よ
り

寸
石
油
カ
ル
テ
ル
事
件
判
決
の
若
干
の
検
討
|
|
勧
告
審
決
等
l
l
L

報

告

者

厚

谷

裏

児

氏

(
北
海
道
大
学
法
学
部
教
授
)

出

席

者

三

九

名

本
報
告
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
本
誌
四
二
巻
二
号
を
参
照
さ
れ
た
い
。

O
平
成
三
年
二
月
一
日
(
金
)
午
後
十
時
よ
り

法
学
会
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
寸
裁
判
外
の
紛
争
処
理

(
A
D
R
)
L

第
一
報
告
寸
紛
争
処
理
の
多
様
化
」
報

告

者

佐

藤

鉄

男

氏

(
北
海
道
大
学
法
学
部
助
教
授
)

第
二
報
告
「
消
費
者
セ
ン
タ
ー
と
ク
レ
ジ
ッ
ト
・
カ
ウ
ン
セ
ル
」

報

告

者

山

口

康

夫

(
札
幌
大
学
法
学
部
助
教
授
)

第
三
報
告
「
交
通
事
故
紛
争
処
理
セ
ン
タ
ー
と
少
額
事
件
仲
裁
セ
ン
タ
ー
」

報

告

者

山

口

修

司

氏

(
第
一
東
京
弁
護
士
会
)

第
四
報
告
「
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
裁
判
外
の
紛
争
処
理
」

報

告

者

野

村

美

明

氏

(
大
阪
大
学
法
学
部
助
教
授
)

全
体
討
論

出
席
者

O 
名

報
告
お
よ
び
全
体
討
論
の
内
容
は
、
本
誌
四
二
巻
四
号
に
掲
載
さ
れ
る

予
定
で
あ
る
。

O
平
成
三
年
四
月
二
十
六
日
掛
午
後
一
時
三

O
分
よ
り

寸
法
と
経
済
・
法
の
経
済
分
析
、
批
判
と
パ
ラ
ダ
イ
ム
L

報

告

者

林

田

清

(
北
海
道
大
学
法
学
部
教
授
)

明

氏氏
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幸日

出

席

者

三

O
名

こ
の
報
告
は
、
山
ア
メ
リ
カ
法
で
発
展
を
遂
げ
て
い
る
法
と
経
済
(
学
)

や
法
の
経
済
分
析
と
は
何
か
、

ωど
う
し
て
法
律
と
経
済
学
が
結
び
つ
き

得
る
の
か
、

ω日
米
で
出
さ
れ
て
い
る
幾
多
の
批
判
に
堪
え
得
る
も
の
か
、

ω法
と
経
済
・
法
の
経
済
分
析
は
、
わ
が
国
の
法
学
に
お
い
て
も
用
い
得

る
も
の
な
の
か
、
そ
し
て
凶
ど
こ
ま
で
可
能
な
の
か
、
の
問
題
を
明
ら
か

に
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
法
と
経
済
学
・
法

の
経
済
分
析
を
と
り
ま
く
偏
見
や
情
報
の
欠
如
が
な
く
な
り
、
こ
の
新
し

い
方
法
に
つ
い
て
の
情
報
が
よ
り
完
全
に
な
る
こ
と
を
ね
ら
う
も
の
で
あ

る。

雑

民
法
や
刑
法
は
、
市
場
で
の
活
動
の
い
わ
ば
ゲ

l
ム
の
ル

1
ル
を
提
供

し
て
い
る
。
ま
た
、
制
定
法
や
判
例
な
ど
の
法
ル

l
ル
ま
た
規
制
が
、
わ

れ
わ
れ
の
行
動
に
大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
る
。
こ
れ
は
資
源
の
配
分
に

関
わ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
ゆ
え
に
、
法
律
と
経
済
学
と
を
結
び
付
け
る

こ
と
が
可
能
と
な
る
。

つ
ぎ
に
、
経
済
が
完
全
競
争
市
場
モ
デ
ル
を
作
っ
て
現
実
の
市
場
を
説

明
す
る
よ
う
に
、
こ
れ
を
「
模
倣
し
て
」
、
法
と
経
済
は
か
法
律
版
完
全
競

争
市
場
モ
デ
ル
。
を
設
定
す
る
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
、
大
ま
か
に
は
、

民
法
や
商
法
な
ど
の
市
場
に
関
す
る
法
、
不
法
行
為
な
ど
の
よ
う
に
市
場

の
失
敗
に
関
す
る
法
、
独
禁
法
な
ど
の
よ
う
に
市
場
の
競
争
秩
序
を
維
持

す
る
法
が
存
在
す
る
。
こ
れ
ら
は
裁
判
所
を
中
心
と
す
る
法
領
域
で
あ
る

が
、
裁
判
所
は
も
っ
ぱ
ら
効
率
的
な
資
源
配
分
が
な
さ
れ
て
い
る
か
に
目

を
向
け
る
。
こ
こ
で
は
正
義
は
ほ
と
ん
ど
問
題
と
な
ら
な
い
と
い
え
よ
う
。

法
と
経
済
の
領
域
は
、
裁
判
所
を
中
心
と
す
る
領
域
の
み
に
と
ど
ま
ら

な
い
。
こ
れ
ま
で
市
場
原
理
が
妥
当
す
る
と
考
え
ら
れ
な
か
っ
た
、
家
族

や
憲
法
な
ど
の
寸
非
市
場
法
」
領
域
へ
も
適
用
が
す
で
に
は
じ
ま
っ
て
い

る
。
さ
ら
に
、
立
法
や
政
策
な
ど
立
法
府
や
行
政
府
で
問
題
に
な
る
「
法

を
作
る
」
領
域
に
ま
で
ア
プ
ロ
ー
チ
す
る
こ
と
を
可
能
と
し
て
い
る
。
そ

こ
で
は
公
平
や
正
義
が
問
題
と
な
る
が
、
で
き
る
だ
け
効
率
性
を
害
し
な

い
よ
う
な
社
会
厚
生
の
基
準
が
打
ち
立
て
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

結
論
と
し
て
、
法
学
方
法
と
し
て
の
「
費
用
と
便
益
」
を
考
慮
し
た
上

で
も
、
法
と
経
済
学
は
、
わ
が
国
の
法
律
に
と
っ
て
も
有
益
な
方
法
と
い

え
る
。
し
か
し
、
な
お
そ
れ
ぞ
れ
の
領
域
で
詳
細
に
展
開
さ
れ
、
ま
た
立

法
や
公
共
選
択
な
ど
新
た
な
領
域
へ
の
進
出
が
課
題
で
あ
る
。

な
お
、
本
報
告
の
全
体
に
つ
い
て
は
、
北
大
法
学
論
集
に
掲
載
予
定
。
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